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小学校学習指導要領（平成２９年３月告示）抜粋
第９節 体育

第２ 各学年の目標及び内容
〔第５学年及び第６学年〕

２ 内容
Ｇ 保健

(3)  病気の予防について、課題を見付け、その解決を目指した活動を通して、次の事項を身
に付けることができるよう指導する。
ア 病気の予防について理解すること。
(ｴ) 喫煙、飲酒、薬物乱用などの行為は、健康を損なう原因となること。
※解説
喫煙を長い間続けるとがんや心臓病などの病気にかかりやすくなるなどの影響があること
についても触れるようにする。

イ 病気を予防するために、課題を見付け、その解決に向けて思考し判断するとともに、
それらを表現すること。

中学校学習指導要領（平成２９年３月告示）抜粋
第７節 保健体育

第２ 各学年の目標及び内容
〔保健分野〕

２ 内容
(1) 健康な生活と疾病の予防について、課題を発見し、その解決を目指した活動を通して、

次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 健康な生活と疾病の予防について理解を深めること。
(ｲ) 健康の保持増進には、年齢、生活環境等に応じた運動、食事、休養及び睡眠の
調和のとれた生活を続ける必要があること。

(ｳ) 生活習慣病などは、運動不足、食事の量や質の偏り、休養や睡眠の不足などの
生活習慣の乱れが主な要因となって起こること。また、生活習慣病などの多くは、適
切な運動、食事、休養及び睡眠の調和のとれた生活を実践することによって予防で
きること。

※解説
がんは、異常な細胞であるがん細胞が増殖する疾病であり、その要因には不適切な生

活習慣をはじめ様々なものがあることを理解できるようにする。また、がんの予防には、生
活習慣病の予防と同様に、適切な生活習慣を身に付けることなどが有効であることを理
解できるようにする。なお、（略）健康診断やがん検診などで早期に異常を発見できるこ
となどを取り上げ、疾病の回復についても触れるように配慮するものとする。
(ｴ) 喫煙、飲酒、薬物乱用などの行為は、心身に様々な影響を与え、健康を損なう
原因となること。また、これらの行為には、個人の心理状態や人間関係、社会環境
が影響することから、それぞれの要因に適切に対処する必要があること。

※解説
常習的な喫煙により、がんや心臓病など様々な疾病を起こしやすくなることを理解でき
るようにする。

イ 健康な生活と疾病の予防について、課題を発見し、その解決に向けて思考し判断す
るとともに、それらを表現すること。

３ 内容の取扱い
（3） 内容の（1）のアの（ｲ）及び（ｳ）については、（略）。また、がんについても取り扱う

ものとする。

学習指導要領等における「がん」に関する主な記述
○平成29年3月に改訂された中学校、平成30年3月に改訂された高等学校の学習指導要領において、生活習慣病などの予防と回復等について
学習する際に、「がんについても取り扱う」ことが新たに明記された。

○学習指導要領に基づき、各学校において、児童生徒の発達段階に応じた「がん教育」が実施されている。

高等学校学習指導要領（平成３０年３月告示）抜粋
第６節 保健体育

第２款 各科目
第２ 保健
２ 内容
(1) 現代社会と健康について、自他や社会の課題を発見し、その解決を目指した活動を
通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 現代社会と健康について理解を深めること。
(ｳ) 生活習慣病などの予防と回復

健康の保持増進と生活習慣病などの予防と回復には、運動、食事、休養及び
睡眠の調和のとれた生活の実践や疾病の早期発見、及び社会的な対策が必要
であること。
※解説
がん、脳血管疾患、虚血性心疾患、高血圧症、脂質異常症、糖尿病などを適

宜取り上げ、これらの生活習慣病などのリスクを軽減し予防するには、適切な運動、
食事、休養及び睡眠など、調和のとれた健康的な生活を続けることが必要であること、
定期的な健康診断やがん検診などを受診することが必要であることを理解できるよう
にする。
その際、がんについては、肺がん、大腸がん、胃がんなど様々な種類があり、生活

習慣のみならず細菌やウイルスの感染などの原因もあることについて理解できるように
する。がんの回復においては、手術療法、化学療法（抗がん剤など）、放射線療法
などの治療法があること、患者や周囲の人々の生活の質を保つことや緩和ケアが重
要であることについて適宜触れるようにする。また、生活習慣病などの予防と回復には、
個人の取組とともに、健康診断やがん検診の普及、正しい情報の発信など社会的な
対策が必要であることを理解できるようにする。
イ 現代社会と健康について、課題を発見し、健康や安全に関する原則や概念に着
目して解決の方法を思考し判断するとともに、それらを表現すること。

３ 内容の取扱い
(1)  内容の（略）（1）のアの（ｳ）については、がんについても取り扱うものとする。

小学校学習指導要領（平成29年告示）
令和２年度から全面実施

中学校学習指導要領（平成29年告示）
令和３年度から全面実施

高等学校学習指導要領（平成30年告示）
令和４年度から年次進行で実施



教科用図書におけるがんの取扱い例
学研教育みらい「みんなの保健」（小学校）
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教科用図書におけるがんの取扱い例
東京書籍「新しい 保健体育」（中学校）
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教科用図書におけるがんの取扱い例
大修館書店「現代高等学校体育」（高等学校）
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がん教育推進のための教材
（令和３年３月一部改訂）

学校においてがん教育を実施
するにあたり効果的な指導が
行えるよう、教材を作成。

http://www.mext.go.jp/a_me
nu/kenko/hoken/1369992.h
tm

外部講師を活用したがん教育
ガイドライン

（令和３年３月一部改訂）

学校において外部講師ががん教
育を実施するにあたり、留意すべ
き事項等を示すものとしてガイドラ
インを作成。

https://www.mext.go.jp/a_men
u/kenko/hoken/1369991.htm
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がん教育に関する教材・補助教材

がん教育推進のための教材 補助教材について（令和３年３月一部改訂）

がん教育を実施する際の参考資料となるよう、「がん教育推進のための教材」に対応したスラ
イド資料として、小学校・中学校及び高等学校版作成。

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1385781.htm

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1369992.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1369991.htm


成 果 本事業により、がんに対する正しい知識、がん患者への正しい
理解及び命の大切さに対する認識の深化を図る。

学習指導要領に対応したがん教育の確実な
実施に向けた、取組の充実を促す。

外部講師の積極的な活用を
図るため体制を整備する。

学習指導要領に対応したがん教育の実施
事業概要

平成28年12月に改正されたがん対策基本法第23条では、「国及び地方公共団体は、国民が、
がんに関する知識及びがん患者に関する理解を深めることができるよう、学校教育及び社会教育に
おけるがんに関する教育の推進のために必要な施策を講ずるものとする。」というように、がん教育の
文言が新たに記載された。
平成29年度から令和4年度までの6年間を対象とした第3期がん対策推進基本計画では、がん教
育について、「国は、全国での実施状況を把握した上で、地域の実情に応じて、外部講師の活用
体制を整備し、がん教育の充実に努める。」ことが目標とされている。
平成29年3月に小学校及び中学校、平成30年3月に高等学校の学習指導要領がそれぞれ改訂
され、中学校及び高等学校においては、「がんについても取り扱うこと」を新たに明記され、中学校の
全面実施（令和3年度）・高等学校の年次進行実施（令和4年度）に向け、学習指導要領の
対応を検討する必要がある。

①教員のがんについての知識・理解が不十分
健康については、子供の頃から教育することが重要であり、学校でも健康の保持増進と
疾病の予防という観点からがん教育に取り組んでいるが、教員のがんに関する知識が不十
分であることや外部講師が学校で指導する際の留意点等の認識が不十分である。

②がん教育の全国への普及・啓発が必要
がん教育に対して地域により温度差があるため、全国で実施する学習指導要領に対応
したがん教育の指導内容を充実させ、全国への普及・啓発を図る必要がある。

③外部講師の活用体制の一層の充実が必要
がん教育における外部講師の活用状況が十分とは言えず、学校が外部講師を活用す
るための体制を充実させる必要がある。

課

題

背

景

学習指導要領を踏まえたがん教育につ
いて、教員や外部講師の質の向上を図る
とともに、各都道府県で行っている先進事
例の紹介等を行い、全国への普及・啓発
を図る。

教員・外部講師に対する実践的ながん
教育研修会の実施

公立以外の国・私立学校も対象とした
がん教育シンポジウムの開催

１ 学習指導要領に対応した
がん教育の普及・啓発 ２ 地域の実情に応じたがん教育の実施

委託先 民間事業者等 委託
対象経費

諸謝金、旅費、借損料、
印刷製本費、消耗品費 等

箇所数
単価 70万円/自治体 程度

全国でがん教育を確実に実施するため、そ
れぞれの地域の実情に応じた取組を支援する
とともに、がん診療連携拠点病院等と連携し、
がん専門医、がん経験者等の外部講師を活
用したがん教育の取組を支援する。

がん教育に関する教材の作成・配布

外部講師によるがん教育の実施

外部講師名簿作成、活用体制の整備

民間事業者等
（事務局）

都道府県等

文部科学省

①業務委託

②事業計画提出
④報告書提出

③旅費・謝金等事務局で
負担（上限あり）

事業スキーム
都道府県等における取組

• 外部講師の派遣
• 外部講師を活用した
授業研究会

• 教職員・外部講師を
対象とした研修会

• 各学校での外部講師
を活用したがん教育

がん教育総合支援事業 令和4年度予算額 0.3億円
(前年度予算額 0.3億円)
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１ 学習指導要領に対応したがん教育の普及・啓発

がん教育研修会

がん教育総合支援事業

がん教育シンポジウム
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２ 地域の実情に応じたがん教育の実施

外部講師研修会 授業研究会

がん教育の教材作成外部講師を活用した講演会

がん教育総合支援事業
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がん教育における課題と成果

8.1%

11.2%

7.6%

0% 5% 10% 15%

小学校

中学校

高等学校

１ 外部講師活用状況

外部講師を活用したがん教育の実施状況（学校段階別）

※(    )は平成30年度比

(-0.2)

(+2.0)

(+2.4)

３ 外部講師の職種

16.0%
6.0%

10.1%
11.9%

8.5%
8.5%

18.4%
1.3%

7.3%
1.7%

2.6%
9.0%

0% 4% 8% 12% 16% 20%

がん専門医

学校医

その他の医師

薬剤師

保健師

看護師

がん経験者

がんり患者の家族等

がん関連団体等職員

保健所職員

大学教員等

その他

医師

活用した外部講師の職種 （複数回答可）

令和３年度におけるがん教育の実施状況調査の結果より

２ 外部講師を活用しなかった理由

外部講師を活用しなかった理由（複数回答可）

54.3%

27.6%

11.2%

5.8%

18.6%

0% 20% 40% 60%

教師が指導したため

指導時間が確保できなかった

適当な講師がいなかった

講師謝金等の経費が確保できなかった

その他



がん教育における課題と成果
がん教育総合支援事業
児童生徒に対するアンケートより
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Q がんの学習は、健康な生活を送るために重要だ（事業実施後）
「そう思う」と答えた割合 平成２８年度８６．９％ → 令和３年度９０．４％

３．５ポイント増加

Q がん検診を受けられる年齢になったら、検診を受けようと思う（事業実施後）
「そう思う」と答えた割合 平成２８年度６９．５％ → 令和３年度７４．８％

５．３ポイント増加

Q がんになっている人も過ごしやすい世の中にしたい（事業実施後）
「そう思う」と答えた割合 平成２８年度７３．８％ → 令和３年度８１．３％

７．５ポイント増加

・子供たちが、がんについて正しく理解し、がん患者や家族などがんと向き合う
人々に対する共感的な理解を深めることを通して、自他の健康と命の大切さにつ
いて学び、共に生きる社会づくりに寄与する資質・能力の育成を図ることが重要

・学習指導要領に基づき実施される「がん教育」の充実に向けて、引き続き、教師
や外部講師を対象とした研修や外部講師の活用などの取組を推進する。

今後の取組
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